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議案第 号  

 

   日野町災害弔慰金の支給等に関す 条例の一部改正に  

ついて  

 

 日野町災害弔慰金の支給等に関す 条例の一部を別紙のとお 改

正す 。  

 

  令和元年 月５日提出  

 

日野町長 﨏 田 淳 一  
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日野町災害 慰金 支給等 関 条例 改正 必要 理由 概要 

 

 

 主 改正内容 

被災者ニ 応 た災害援護資金 貸付 実施 う災害 慰金 支

給等 関 法 及び災害 慰金 支給等 関 法 施行 一部改正

次 改正を行 う  

。 ) 災害援護資金 連帯保証人を立 い被災者 災害援護資金 貸付け

を受け う 連帯保証人 必置義務 撤廃さ また災害援護資金

貸付利率 い 町村 条例 設定 う たこ 伴い

貸付利率等を新た 定 た  

連帯保証人を立 場合 

無利子 

連帯保証人を立 い場合 

据置期間中……無利子 

据置期間経過 ……年 1 パ ント 

。 ) 災害援護資金 償還方法 拡充 月賦償還 償還方法を追加

また償還 関 法 及び政 規定を 用 事項 報告等 を加え

当該 用条項 い 所要 整備を行 う  

従前 法 及び政 規定を 用 い 事項 償還免除 一

時償還 違約金 償還金 支払猶予 4 件  

 

 附則 

 こ 条例 公 日 施行 改正 第 14 条 規定 こ 条例 施行

日 生 た災害 被害を受けた世帯 世帯主 対 災害援護資金

貸付け い 適用 同日前 生 た災害 被害を受けた世帯 世帯

主 対 災害援護資金 貸付け い 従前 例  
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日野町災害弔慰金 支給等 関 条例 一部を改正 条例 

日野町災害弔慰金 支給等 関 条例 昭和49年条例第31号 一部を次 う 改正  

 

改正後 改正前 

 

。災害弔慰金 額) 

第5条 災害 死亡 者1人当 災害弔慰金 額 そ 死

亡者 死亡当時 い そ 死亡 関 災害弔慰金を受け こ

こ 者 生計を主 維持 い 場合 500

万円 そ 他 場合 250万円 死亡者 そ

死亡 係 災害 関 既 次章 規定 災害見舞金 支給を受け

い 場合 こ 額 当該支給を受け 災害障害見舞金

額を控除 額  

 

。災害障害見舞金 額) 

第10条 障害者1人当 災害障害見舞金 額 当該障害者 災

害 負傷 又 疾病 当時 い そ 属 世帯

生計を主 維持 い 場合 250万円 そ 他 場合

125万円  

 

。保証人及び利率) 

第14条 災害援護資金 貸付けを受け う 者 保証人を立

こ  

2 災害援護資金 保証人を立 場合 無利子 保証人を

立 い場合 据置期間中 無利子 据置期間経過後 そ

利率を延滞 場合を除 年1パーセント  

3 第1項 保証人 災害援護資金 貸付けを受け 者 連帯 債

務を負担 も そ 保証責務 第9条 違約金を包含

も  

 

 

 

。災害弔慰金 額) 

第5条 災害 死亡 者1人当 災害弔慰金 額 そ 死

亡者 死亡当時 い そ 死亡 関 災害弔慰金を受け こ

こ 者 生計を主 維持 い 場合 あ

500万円 そ 他 場合 あ 250万円

死亡者 そ 死亡 係 災害 関 既 次章 規定 災害見舞金

支給を受け い 場合 こ 額 当該支給を受け 災

害障害見舞金 額を控除 額  

 

。災害障害見舞金 額) 

第10条 障害者1人当 災害障害見舞金 額 当該障害者 災

害 負傷 又 疾病 当時 い そ 属 世帯

生計を主 維持 い 場合 あ 250万円 そ 他

場合 あ 125万円  

 

。利率) 

第14条 災害援護資金 据置期間中 無利子 据置期間経過後

そ 利率を延滞 場合を除 年3パーセント  
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。償還等) 

第15条 災害援護資金 年賦償還 半年賦償還又 月賦償還  

2 略 

3 償還免除 一時償還 違約金 償還金 支払猶予及び報告等

い 法第13条 第14条第1項及び第16条並び 第8条 第9条

及び第12条 規定 も  

 

 

 。償還等) 

第15条 災害援護資金 年賦償還又 半年賦償還  

2 略 

3 償還免除 保証人 一時償還 違約金及び償還金 支払猶予

い 法第13条第1項 第8条 第12条ま 規定 も

 

 

附 則 

こ 条例 公布 日 施行 改正後 第14条 規定 こ 条例 施行 日 後 生 災害 被害を受け 世帯 世帯主 対

災害援護資金 貸付け い 適用 同日前 生 災害 被害を受け 世帯 世帯主 対 災害援護資金 貸付け い

従前 例  


